
１４　狩猟税

（単位：件、千円）

狩猟者登録総件数 調 定 額

 第１号に該当するもの 423 5,494

うち法附則第32条の２第１項に該当するもの（8,200円） 5 41

うち法附則第32条の２第2項に該当するもの（8,200円） 174 1,427

上記に該当しないもの（16,500円） 244 4,026

 第2号に該当するもの 22 193

うち法附則第32条の２第１項に該当するもの（5,500円） 0 0

うち法附則第32条の２第2項に該当するもの（5,500円） 9 50

上記に該当しないもの（11,000円） 13 143

 第3号に該当するもの 508 2,964

うち法附則第32条の２第１項に該当するもの（4,100円） 24 98

うち法附則第32条の２第2項に該当するもの（4,100円） 269 1,103

上記に該当しないもの（8,200円） 215 1,763

 第4号に該当するもの 39 136

うち法附則第32条の２第１項に該当するもの（2,700円） 9 25

うち法附則第32条の２第2項に該当するもの（2,700円） 19 51

上記に該当しないもの（5,500円） 11 60

 第5号に該当するもの 24 112

うち法附則第32条の２第１項に該当するもの（2,700円） 1 3

うち法附則第32条の２第2項に該当するもの（2,700円） 6 16

上記に該当しないもの（5,500円） 17 93

小 計 1,016 8,899

 第１号に該当するもの（上記税額の1/4） 0 0

 第2号に該当するもの（上記税額の3/4） 0 0

小 計 0 0

　法附則第32条第１項に該当するもの 265 -                                

　法附則第32条第２項に該当するもの 0 -                                

小 計 265 -                                

1,281 8,899

(注) 1

2

3

4

5

6 法第７００条の５２第２項については、放鳥獣猟区（鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８
８号）第６８条第２項第４号に規定する放鳥獣猟区をいう。） のみに係る狩猟者の登録についての規定であるが、福井県において
は、当該区域は該当がない。

合 計

　　　　　　区分

法
第

７００
条
の
５２
関
系

第１項

第２項

課税免除

法第７００条の５２第１項第１号とは、第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、同項第２号に掲げる者以外のもの

法第７００条の５２第１項第２号とは、第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税の所得割額を
納付することを要しないもののうち、第２３条第１項第７号に規定する同一生計配偶者または同項第９号に規定する扶養親族に該
当するもの（農業、水産業または林業に従事しているものを除く。）以外の者

法第７００条の５２第１項第３号とは、網猟免許またはわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、同項第４号に掲げる者以外
のもの

法第７００条の５２第１項第４号とは、網猟免許またはわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税の所
得額を納付することを要しないもののうち、 第２３条第１項第７号に規定する同一生計配偶者または同項第９号に規定する扶養親
族に該当するもの（農業、水産業または林業に従事しているものを除く）以外のもの

法第７００条の５２第１項第５号とは、第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者
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